
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
印
刷
誤
り
）

一
八
八

四
改
正
し
、
令
和
七

年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

改
正
す
る
。

（
印
刷
誤
り
）終り

か
ら

一
八
八

一
八
改
正
し
、
令
和
七

年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

改
正
す
る
。

（
印
刷
誤
り
）終り

か
ら

一
一
一

五死
亡
の
場
所
宮
崎

県
大
崎
市

死
亡
の
場
所
宮
城

県
大
崎
市

令和年月日 水曜日 第号官 報
組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

組
織
変
更
後
の
商
号
は
Ｎ
Ｓ
ト
ラ
ス
ト
株
式
会
社
と
し

ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
四
月
十
六
日

三
重
県
伊
勢
市
河
崎
二
丁
目
一
六
番
二
三
号

Ｎ
Ｓ
Ｕ
ト
ラ
ス
ト
合
同
会
社

代
表
社
員

中
北

征
史

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
四
月
十
六
日

岡
山
県
総
社
市
総
社
三
丁
目
二

一
四

リ
ヘ
イ
ラ
リ
ヘ
イ
ロ
合
同
会
社

代
表
社
員

勅
使
河
原
通
子

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
百
万
円
減
少
し
五
百
万
円

と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
四
月
十
六
日

東
京
都
千
代
田
区
五
番
町
五

六
ビ
ラ
カ
ー
サ
五

番
町
一
〇
六

合
同
会
社
Ａ
ｒ
ｐ

Ｓ
ｔ
ｕ
ｄ
ｉ
ｏ

代
表
社
員

松
原

庄
吾

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
百
万
円
減
少
し
一
千
万
円

と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
決
定
に
対
し
異
議

の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開

示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
十
日

掲
載
頁

二
一
五
頁
（
号
外
第
八
十
一
号
）

令
和
七
年
四
月
十
六
日

大
阪
市
西
区
立
売
堀
五
丁
目
七
番
二
一
号

大
和
鋲
螺
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

宏
二

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
千
六
百
万
円
減
少
し
一
千

万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
四
月
十
六
日

大
阪
市
住
吉
区
我
孫
子
東
二
丁
目
一
〇
番
二
号

有
限
会
社
三
田
家

代
表
取
締
役

有
田

寿
江

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
〇
〇
〇
万
円
減
少
し
一
〇

〇
〇
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
三
月
十
八
日

掲
載
頁

六
十
七
頁
（
号
外
第
五
十
四
号
）

令
和
七
年
四
月
十
六
日

広
島
県
呉
市
郷
原
町
字
一
の
松
光
山
二
五
〇
七
番

地
九
一
七

株
式
会
社
多
田
製
作
所

代
表
取
締
役

多
田
健
太
郎

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
七
百
万
円
減
少
し
、
八
百
万

円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、当
社
は
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
四
月
十
六
日

高
知
県
高
知
市
朝
倉
戊
六
〇
四
番
地
一

合
同
会
社
武
政
建
築

代
表
社
員

武
政
英
一
郎

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
億
千
五
百
一
万
五
千
円
、

資
本
準
備
金
の
額
を
十
億
千
八
百
八
十
一
万
五
千
円
減
少

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
の
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お

り
で
す
。

掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
九
月
二
十
五
日

掲
載
頁

六
頁

令
和
七
年
四
月
十
六
日

茨
城
県
つ
く
ば
市
千
現
二

一

六

株
式
会
社
Ｆ
ｕ
ｌ
ｌ
Ｄ
ｅ
ｐ
ｔ
ｈ

代
表
取
締
役

賀

智
司

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
七
千
六
十
五
万
円
、
資
本
準

備
金
の
額
を
十
六
億
七
千
四
百
八
十
八
万
三
千
二
百
二
十

三
円
減
少
し
、
そ
れ
ぞ
れ
一
千
万
円
、
九
千
二
百
二
万
七

千
三
百
十
七
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
五
月
三
十
一
日
で
あ
り
、
株

主
総
会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
に
終
了
し

て
お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
九
月
十
三
日

掲
載
頁

二
頁

令
和
七
年
四
月
十
六
日

東
京
都
港
区
六
本
木
六
丁
目
一
〇
番
一
号
六
本
木

ヒ
ル
ズ
森
タ
ワ
ー
一
七
階

V
IS
IT
S
T
ech
n
o
lo
g
ies 株

式
会
社

代
表
取
締
役

松
本

勝

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
十
四
億
三
千
七
百
七
十
万

七
千
百
七
円
、
資
本
準
備
金
の
額
を
四
十
億
七
百
十
三
万

七
千
五
百
二
十
二
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
六
月
一
日
で
あ
り
、
株
主
総

会
の
決
議
は
令
和
七
年
三
月
二
十
五
日
に
終
了
し
て
お
り

ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出
済
。

令
和
七
年
四
月
十
六
日

神
戸
市
中
央
区
港
島
南
町
一
丁
目
五
番
五
号

カ
ル
ナ
バ
イ
オ
サ
イ
エ
ン
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

吉
野
公
一
郎

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
一
日
を
基
準
日
と
定
め
、
同

日
最
終
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、
そ
の
所
有
す

る
株
式
一
株
を
百
株
と
す
る
株
式
分
割
に
よ
り
株
式
の
割

当
て
を
受
け
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
十
六
日

東
京
都
渋
谷
区
神
宮
前
二
丁
目
三
四
番
一
七
号

株
式
会
社
グ
ラ
ニ
フ

代
表
取
締
役

村
田

昭
彦

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
十
六
日

東
京
都
板
橋
区
中
丸
町
一
一
番
二
号

株
式
会
社
あ
す
な
ろ
建
築
事
務
所

代
表
取
締
役

高
倉

東

債
権
申
出
の
公
告
（
第
三
回
）

Ｎ
Ｏ
Ｋ
グ
ル
ー
プ
確
定
給
付
企
業
年
金
は
、
確
定
給
付

企
業
年
金
法
第
八
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
終
了
の
承

認
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
の
で
、
当
該
規
約
型
確

定
給
付
企
業
年
金
に
債
権
を
有
す
る
者
は
、
本
公
告
第
一

回
掲
載
（
令
和
七
年
四
月
十
四
日
）
の
翌
日
か
ら
二
箇
月

以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が

な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
十
六
日

東
京
都
港
区
芝
大
門
一
丁
目
一
二
番
一
五
号

Ｎ
Ｏ
Ｋ
グ
ル
ー
プ
確
定
給
付
企
業
年
金

清
算
人

中
山

貴
仁

令
和
七
年
四
月
一
日
（
号
外
特
第
十
号
）
総
務
省
告
示

第
百
三
十
八
号
（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
百
十
三

条
第
四
項
等
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
負
担
す
る

費
用
に
関
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件
）

令
和
七
年
四
月
一
日
（
号
外
特
第
十
号
）
総
務
省
告
示

第
百
三
十
九
号
（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
百
十
三

条
第
四
項
等
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
負
担
す
る

団
体
組
合
員
に
係
る
費
用
に
関
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す

る
件
）

令
和
七
年
四
月
一
日
掲
載
の
仙
台
家
庭
裁
判
所
古
川
支

部
に
係
る
令
和
六
年
（
家
）
第
一
三
七
号
相
続
財
産
清
算

人
の
選
任
及
び
相
続
権
主
張
の
催
告
中
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